
第３回 地域の就労支援の在り方に関する研究会 

（議事次第） 
 

日時：平成２４年１月２７日（金） 

    １０：００～１２：００ 

場所：中央合同庁舎第５号館 

専用１４会議室（１２Ｆ） 

 

 

１．就労支援機関及び企業からのヒアリング 
 (1) 就労支援機関からのヒアリング 

 ・秋田労働局 秋田公共職業安定所長 茂木 重雄 氏 

 ・特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん代表理事 鈴木 修 氏 

 

 (2) 企業からのヒアリング 

   ・株式会社大協製作所代表取締役社長 栗原 敏郎 氏 

   ・ＮＰＯ法人障害者雇用部会理事長 土師 修司 氏 

   ・株式会社かんでんエルハート代表取締役 前川 光三 氏 

 

 

２．今後の進め方について 

 

 

３．その他 

 

 

【配付資料】 

資料１－１：茂木 重雄 氏 提出資料 

資料１－２：鈴木 修 氏 提出資料 

資料１－３：栗原 敏郎 氏 提出資料 

資料１－４：土師 修司 氏 提出資料 

資料１－５：前川 光三 氏 提出資料 

 

資料２： 障害者団体に対するヒアリングについて（案） 

 

参考資料：就労支援機関及び企業に関するデータ 
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就労支援機関等に対するヒアリングについて 

 
機関名 秋田公共職業安定所  

 

 地域の就労支援の在り方を検討するに当たって、以下の質問について、下記の枠内

に簡潔にお答えください。なお、参考資料を添付する場合であっても、ご回答は

枠内に記載していただくよう、お願いします。 

 

《貴機関に係る地域の就労支援機関の実情・課題等についてお答えください》 

①-1 貴機関が活動する地域において、福祉施設の障害者や特別支援学校卒業者につ

いて、企業への就労（雇入れ、職場定着を含む）をさらに進めるための課題はな

んですか。貴機関、貴機関以外の他の就労支援機関、その他の課題ごとにお答え

ください。 

（貴機関の課題） 

① 法定雇用率未達成企業の割合が 57.6％であり、行政指導が不十分。 

② 身体及び知的障害に比較して、精神障害者の特性についての職員の理解促進、 

スキルアップが課題。 

③ 窓口利用者への対応に追われがちであり、福祉施設利用者や潜在的な求職者に 

に対するフォローが十分ではない。 

④ 精神障害者の雇用に向けた企業への働きかけが不十分である。 

⑤ 就労移行支援事業所の設置や運営についての情報収集や施設利用者個々に対  

する一般就労移行について、具体的な連携が不十分であった。  

（他の就労支援機関の課題） 

① 会議においては、福祉施設から一般就労に向けての希望等が出されるものの、

現実には、施設運営の観点から一般就労に向けた取組が積極的に行われていると

は言い難い施設もある。 

② 福祉施設や特別支援学校における実習等については、新規開拓事業所が殆ど無

く障害者雇用に向けた取組の広がりが見られない。 

③ 各機関にいえることであるが、自らの役割だけに固執し障害者個人の立場に立

った取組が十分とは言い難い。 

④ 施設利用待機者が多く、就職が上手くいかない場合に施設への復帰が困難等の

理由から、一般就労能力があるにもかかわらず、家族や施設において、就労を望

まず施設就労を希望する例も少なくない。 

（上記以外の課題） 

① 精神障害者への就労支援にあたっては、その疾患の違いによる特徴を踏まえた

対応が求められ、状況に応じて精神医療、保健、福祉施設等の支援機関との協力

体制が不可欠であるが、各機関だけで対応している場合も少なくない。 

② 障害者に肩入れするあまり、企業の立場や考え方を理解していない場合もあり、

資料１－１ 
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結果として障害者の就職が進んでいない。 

 

①-2 ①-1 のほか、障害特性ごとの課題はありますか。あるとすればどういった課

題がありますか。 

① 身体障害者については、就職について特段の問題はないものの、求職者の高齢

化・重度化が顕著となってきている。 

② 知的障害者についても、企業理解は進んでいるものの、製造業においては、工

程の複雑かつ短期化、サービス業においては、専門性の高いサービスへの移行な

ど就労の場が狭まっており、様々な分野での雇用拡大が必要となっている。 

③ 精神障害者については、外見からは障害の状況を把握できない場合が多いほか

社会的な偏見、理解不足等から、紹介の段階で断られることが多い。また、障害

を秘匿して応募する者も多く、結果的には求職活動を長引かせる要因の一つとな

っている。 

 

②-1 ①の課題を克服するため、地域の就労支援機関の連携・ネットワークの構築が

重要だと考えられますが、貴機関が活動する地域において、他の就労支援機関と

の間で、どういった役割分担で、どういった連携・ネットワークを構築していま

すか。 

  障害者雇用連絡会議やチーム支援を議題とした行政機関及び福祉施設や支援機

関との連携を目的とした会議等は再三にわたり開催されているものの、それぞれ

の機関の立場を主張するにとどまっていたことから、障害者個々人に目を向けた

具体的な取組を強化するため、ハローワークと精神障害者に対する就労移行事業

を行っている福祉施設において、一般就労希望者ごとの就職促進プログラムの策

定と障害者ごとに必要な機関との連携を構築し実効ある「チーム支援」を行うこ

ととした。具体的には、２３年７月に「障害者就業支援連絡会議」を開催し行政

の姿勢及び考え方を理解してもらうとともに一般就労に向けて施設利用者の積極

的な送り出しで合意した結果、施設利用者の求職活動が活発となっている。 

なお、会議の開催にあたっては、事前に行政の考え方と本気度を理解していた

だくため、所長が訪問し趣旨を理解頂いたところである。 

 

②-2 地域の就労支援機関と連携・ネットワークを構築するに当たって苦労した点は

なんですか。また、連携・ネットワークを維持・強化していくための課題（阻害

要因）はなんですか。 

（連携・ネットワークの構築に当たって苦労した点） 

  これまでも同趣旨の会議等は開催されていることから、今回の連絡会議の開催

にあたっては、障害者個々人の特性に合わせた効果的な「チーム支援」のため、

行政が建前でなく本気で取り組むことを理解していただくことに主眼を置いた。 

ただ、前記したように施設によって、一般就労に対する取組にバラツキがある
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ことから、建前だけでの議論や考え方の押し付けではなく、各施設の就労移行に

向けた考え方、課題等の個別的事情の把握と、今後の方向性について参加者が本

音で話し合える場とすることを念頭に置いた。 

（連携・ネットワークの維持・強化のための課題（阻害要因）） 

  施設利用者の中には一般就労の失敗から立ち直れない方や、失敗例がネックと

なって求職者を送り出せない施設もあることから、一般就労が不調に終わった場

合の対応を事前に協議しておくことと併せて、本音で話し合うことができる体制

の構築により、職業相談・紹介や一般就労を通じて多くの事例を積み上げ、それ

らを行政及び施設の共通の財産として共有していくことが必要である。 

《就労支援機関での活動経験を踏まえたご意見・お考えをお答えください》 

③-1 就労支援機関による連携・ネットワークがない地域において、新たに就労支援

機関による連携・ネットワークを構築するためには、どういった方策が有効だと

考えますか。 

  ハローワークの取組を真に理解してもらうためには、会議も重要であるが、施

設を責任ある立場の所長が訪問し、行政における就労支援を説明することが効果

的であると考えられる。また、訪問も単発に終わることなく、継続的に相互の情

報交換を深めていくことが必要と考えられる。 

 

③-2 すでに就労支援機関による連携・ネットワークがある地域において、今後、ど

ういった点を充実・強化すべきと考えますか。 

  「チーム支援」により積極的に一般就労を目指すとともに、その過程における

関係機関との連携による事例を積み重ねていくことにより、自然と地域ネットワ

ークが強化されていくことになると考えている。とりわけ、好不調の波の激しい

精神障害者の一般就労に当たっては、医療サイドとの連携が不可欠であり、障害

者個々人の特性に応じたチームと支援体制を柔軟に構築していく必要がある。 

 

④ 就労支援機関のネットワークを構築する中で、企業に求める役割はありますか。

あるとすれば具体的にどんな役割を求めますか。 

 一般就労の場合、通常の就労形態では、大半の時間を企業で過ごす場合が一般

的であり、障害者の個々人の特性を企業が理解することが定着において極めて重

要となることから、就労が決定した後の定着指導のためのケース会議や定着指導

においては、就労までのチームに企業の労務担当もメンバーに加えることが効果

的である。このことが、障害者の雇用の理解にも繋がり、結果として障害者雇用

の裾野を広げていくことになる。 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。 



障害者の職業紹介状況 

新規求職申込件数 有効求職者数 紹介件数 就職件数 

うち 
 知的 

うち 
 精神 

うち 
 知的 

うち 
 精神 

うち 
 知的 

うち 
 精神 

うち 
 知的 

うち 
 精神 

１７年度 ２９９ ４６ ３６ ３１７ ４４ ４９ ６２０ ４４ ５７ １４０ ２７ ９ 

１８年度 ２２４ ３７ ２８ ３５２ ４９ ５５ ６６０ ５４ ７９ １４７ ２６ １２ 

１９年度 ２６９ ４７ ４１ ４０２ ６０ ６１ ５３９ ５９ ９２ １２８ ３２ １３ 

２０年度 ２７２ ４６ ６３ ３１７ ５２ ６９ ７５４ ７３ １９２ １３１ ３１ ２７ 

２１年度 ２６０ ４９ ４７ ３６７ ７３ ７１ ８０９ ７３ ２５７ １３０ ２２ ３６ 

２２年度 ２７７ ３７ ４９ ２８２ ４４ ５８ ８４０ ６９ ２０９ １４３ ２５ ３０ 

２３年度 ２６９ ４９ ６７ ３６４ ５６ ９１ ４６１ ５６ １５９ １２０ ２２ １９ 

（参考） 平成２２年度 就職件数内訳（うち精神） 

               産業別：建設１名、製造３名、運輸４名、卸・小売１１名、金融保険１名、教育１名、福祉２名 

                     サービス６名、公務その他１名 

                    職業別：専門・技術１名、事務７名、販売２名、サービス２名、生産工程・労務１８名 
   

平成２３年度の数値は平成２３年１１月末現在のもの ハローワーク秋田 



●福祉施設等における一般就労移行への考え方 

●ハローワークへの要望 

福祉施設等の声（所長訪問時）   

○一般就労に関しては、保護者亡き後でなく、健在のうちから支援していく方針 
○利用者の７，８割は精神障害者。長時間の作業、対人は苦手であり、毎年１名程度 
  が一般就労となる程度。 
○重度障害者はいないが、体力的、対人面等から一般就労に向く利用者はいない。 
○就労継続Ｂ型施設だが、障害の重い利用者が多く、一般就労は難しい。 
○本人、家族から一般就労を希望する話は出ていない。一般就労が上手くいかない 
   場合に行き場所がなくなることが一番の丌安 
○作業能力の高い利用者が施設を離れると施設運営が成り立たない。等 

○地域のネットワークや様々な支援機関と連携を図りたい。 
○他の支援機関の方々と建前ではなく、本音で話せる場がほしい。 
○事業所の方には、利用者が実際に作業をしているところを見て頂きたい。 
○いじめの対象となってしまうため、事業主だけでなく、就職後は従業員の方々にも理 
   解をしてほしい。 

ハローワーク秋田 



障害者就業支援連絡会議開催要綱  

 

 

 

 

 

    

     

    

ハローワーク秋田 

 １ 目的 
   障害者就業支援連絡会議（以下「連絡会議」という）は、安定所と福祉施設並びに関係支援機関と 
   の間で、福祉施設を利用し、就職を希望する障害者の雇用への移行促進を図るため、労働、福祉等 
   の支援関係者による連携体制を確立し、チーム支援の効果的な実施に向け協議し、障害者の雇用 
   の 促進と職業の安定を図ることを目的とする。 
 
 ２ 構成 
   秋田公共職業安定所、管内社会福祉施設（就労移行支援・就労継続支援Ａ型・Ｂ型）、安定所長が 
   必要と認める関係支援機関とする。 
 
 ３ 協議事項 
  （１）障害者の雇用への移行促進に関すること 
  （２）「チーム支援」に関すること 
  （３）その他必要と認められる事項 
 
 ４ 開催 
   連絡会議は、必要に応じて開催することとし、安定所長が招集するものとする。 
 
  ５ 守秘義務 
   連絡会議に出席する者は、連絡会議にて知り得た、障害者、その家族及び事業主等の個人的な情 
    報はすべてこれを他に漏らしてはならない。 
 
 ６ 補則 
   この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、安定所長がこれを定めるものとす 
  る。 



ハローワーク 

家 族 

福祉施設スタッフ 

チーム構成のイメージ 

対象者 

 

連携機関 

地域障害者職業センター 

障害者就業・生活支援センター 

通勤療・生活寮スタッフ 

精神保健福祉センター 

心身障害者福祉センター 

医療機関（ディケア） 

職業訓練校 

障害者就職に向けたチーム支援 

  福祉施設等を利用する障害者のうち就職を希望する者を対象に、複数の分野にわたるサービス

を計画的に組み合わせるケアマネジメントの手法を用い、安定所が中心となって当該福祉施設等
の支援関係者からなる就労支援のためのチームを設置し、障害者一人ひとりの意欲、能力等に応
じて就職に向けた準備から職場定着までの一連の支援を行う。 

連携機関Ａ 

連携機関Ｂ 

連携機関Ｃ 

支
援
内
容
に
応
じ
て
連
携 

・ 
・ 
・ 

ハローワーク秋田 



1 

 

就労支援機関等に対するヒアリングについて 
 

機関名 特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん（第１号認定法人） 

 

 地域の就労支援の在り方を検討するに当たって、以下の質問について、下記の枠内

に簡潔にお答えください。なお、参考資料を添付する場合であっても、ご回答は枠内

に記載していただくよう、お願いします。 

 

《貴機関に係る地域の就労支援機関の実情・課題等についてお答えください》 

①-1 貴機関が活動する地域において、福祉施設の障害者や特別支援学校卒業者につ

いて、企業への就労（雇入れ、職場定着を含む）をさらに進めるための課題はな

んですか。貴機関、貴機関以外の他の就労支援機関、その他の課題ごとにお答え

ください。 

（貴機関の課題） 

１、就業・生活支援センター、移行支援事業所を初めとした支援機関との連携がで
きてきているだけに、ジョブコーチ支援依頼自体は、障害特性に関わらず難しい
ケースが増えてきている。 

２、本来は就業・生活支援センターが地域の就労支援全体のコーディネーターとな
るべきであるが、80 万の圏域をとうていまかなえず、事前のアセスメント、支
援後のフォローアップなど就労支援全般をコーディネートする役割が増えてい
る。 

３、特定の利用者を持たない当法人はあらゆる機関からの依頼のもと、専任でジョ
ブコーチ支援を行っているが、１号助成金のみでは専門性のある職員を継続配置
できない。 

４、地域の支援ニーズからも更に専任ジョブコーチの配置は求められているが、そ
れ以上に自法人のみならず、地域の１号ジョブコーチをスーパーバイズできる
「上級（シニア）ジョブコーチ」の仕組みが求められている。 

 

（他の就労支援機関の課題） 

１、「雇用就労」「雇用現場」に対する認識・見立ての甘さが見受けられる。 
２、支援者、担当職員の異動が多く継続性が保たれない。 
３、担当者の考え方により対応が異なるケースも見受けられる。 
４、アセスメントと全体をコーディネートする就業・生活支援センター、本人の働

く力をアセスメントできる移行支援事業所が機能することが必要であるが、人材
の問題、職員の養成の問題を含め、「雇用就労」をどう位置づけているかという
法人の姿勢も問われている。 

 

（上記以外の課題） 

・地域の就労支援では、就業・生活支援センター、移行支援事業所、ＪＣ、ハロー
ワークの連携が不可欠である。特にアセスメント、そしてフォローアップからの定
着支援が重要であることを再認識している。 
・就労支援全体のコーディネートについては、就業・生活支援センターや就労移行
支援事業所など、地域に根付いている機関の役割が重要と感じる。 
・就業・生活支援センターを中心とした関係機関のネットワークが機能していない

資料１－２ 
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安易な障害者雇用が多く、ＪＣだけで解決できるものではない。 
・現場にジョブコーチ等の「人を入れれば何とかなる」的な考えには違和感をもつ。 

 

①-2 ①-1 のほか、障害特性ごとの課題はありますか。あるとすればどういった課

題がありますか。 

１、精神障害、高次脳機能障害、発達障害等医療機関の雇用就労に関する見立ての
弱さが気になる。 

２、医療機関と雇用現場、ＪＣの間に立つ就労支援員、ワーカーの役割が大きく求
められるケースが増えている。 

３、特に精神障害については、医療機関による考え方が大きく異なり、企業が障害

者を雇用し一緒に働く事に対する理解が乏しいと感じることがある。 

 

②-1 ①の課題を克服するため、地域の就労支援機関の連携・ネットワークの構築が

重要だと考えられますが、貴機関が活動する地域において、他の就労支援機関と

の間で、どういった役割分担で、どういった連携・ネットワークを構築していま

すか。 

１、障害者職業センターとの連携 
①、センターが支援計画を立てて、配置ＪＣ+法人ＪＣ 
②、 〃  が   〃    、法人ＪＣ×2名 
③、当法人 が   〃    、法人ＪＣ×2名 
④、 〃  が   〃    、法人ＪＣ+他の１号法人ＪＣ 

上記、４つのパターンで支援を実施。 
特に②、③、④については、当法人に支援の相談がくるケースが多い。 

２、医療機関との連携 
①、高次脳機能障害、身体障害については、ドクター、ＯＴ、家族会と連携の

中、リハの開始時点や復職・就職の話が出てきた時点からの関わりを持つ。 
②、精神障害については、精神保健福祉士として医療機関との関わりを持つ。 

３、就労移行支援事業所との連携 
①、ＪＣ支援の必要性がある場合は、事業所から声がかかり作業状況をみたり、

顔合わせをおこなったり、本人とのつながりを早めにつくっている。 
②、ＪＣ支援に入り関わりのある企業からの相談がある場合は当法人から紹介

をしていく。 
４、特別支援学校との連携 

①、職員、保護者、生徒に対する在学時の研修（学校からの依頼） 
②、２年生の早い段階からの校内での作業状況の確認 
③、実習時の段階から、担任、進路指導教諭に同行し、ＪＣとしての関係性を

つくる。 
５、他の１号認定法人との連携 

①、他の認定法人（就労移行支援事業所）で１名しかＪＣが配置されていない
場合は、ケースによっては法人単独支援を実施。 

②、自法人のＪＣでは対応できないケースなど、支援を依頼する。 

 

②-2 地域の就労支援機関と連携・ネットワークを構築するに当たって苦労した点は

なんですか。また、連携・ネットワークを維持・強化していくための課題（阻害

要因）はなんですか。 
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（連携・ネットワークの構築に当たって苦労した点） 

・障害者職業センターとの連携、役割分担 
・就業・生活支援センターとの密接な繋がり 
・ケースを通しての結びつき  

・インフォーマル、ボランタリー、自主的な活動（こうした活動がジョブコーチ支

援に有効に結びつくことが多い） 

 

（連携・ネットワークの維持・強化のための課題（阻害要因）） 

・自機関の力量を超えたところまで支援をしようとする 
・支援の限界を知る 

・相互の支援力の確認 

 

《就労支援機関での活動経験を踏まえたご意見・お考えをお答えください》 

③-1 就労支援機関による連携・ネットワークがない地域において、新たに就労支援

機関による連携・ネットワークを構築するためには、どういった方策が有効だと

考えますか。 

・ジョブコーチ支援はあくまでも「現場」を中心としたものであり、ケースを通し
たネットワークが重要。 
・就業・生活支援センターや就労移行支援事業所などで１号認定法人が増えていく
ような仕組みが必要。 
・フォーマルなネットワークでは就業・生活支援センターを軸にしていく。 

 

③-2 すでに就労支援機関による連携・ネットワークがある地域において、今後、ど

ういった点を充実・強化すべきと考えますか。 

・１号認定法人が増えていくようにする。 
・地域におけるジョブコーチ支援全体のスキルをあげるため、自法人に関わらず地
域全体をスーパーバイズできる上級（シニア）ジョブコーチの位置づけ。 
・企業をネットワークの中に入れていく。 

・企業における雇用ネットワークの構築。 

 

④ 就労支援機関のネットワークを構築する中で、企業に求める役割はありますか。

あるとすれば具体的にどんな役割を求めますか。 

・どのような支援が必要なのか、アドバイスをお願いしたい。 
・企業同士のアドバイス、対企業ネットワーク構築のアドバイス。 

・自らの企業のことだけではなく、地域の就労支援を変えようとする企業側の人が

一人いるだけで、地域は変わっていくと思います。 

 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。 
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1. 特定非営利活動法人くらしえん・しごとえんについて 
2006年 設立 

① ジョブコーチとして専門的に活動する法人 

② ジョブコーチとして働く場 

主な事業 

① 各種研修（職場適応援助者養成研修、自治体・団体からの受託研修） 

② ジョブコーチ支援 

③ その他（講師、個別契約等） 

 

2. くらしえん・しごとえんのジョブコーチ支援について 
H20（2008）年 認定法人 

H21（2009）年 １名追加 ２名体制 

H22（2010）年  〃    ３名体制 

H23（2011）年  〃    ４名体制（１名退職） → ３名体制 

 

平成 22 年度支援件数 

平成 22年度  19件 （22年度開始 12件、前年度より 9件） 

センターとのペア支援  8件 （内 22年度開始  5件） 

法人単独支援     11件 （内 22年度開始  7件） 

・平成２２年度は、スタート当初は２名体制、その後８月より３名体制で実施。 

・支援件数は一定しない。 

・ジョブコーチ支援に結びつかない相談もある。 

・法人単独支援については、 

①、地元のリハビリテーション機関 ②、特別支援学校、③、就労移行支援事業所 

④、企業からの再支援（業務の切り替え、スキルアップ）  等 

 

 

＊数字については、その月に１回でも支援に入った数をカウント 

＊フォローアップの人数については、助成金の支給される支援終了後１年までの数をカウント 

＊助成金支給対象外のフォローアップ、相談等は数字に含まない。 

 

 

 
 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均

フォローアップ 2 3 3 3 6 6 4 4 8 4 2 1 3.8

支援 7 6 6 6 4 3 4 7 2 1 2 5 4.4
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平成 22 年度１号助成金状況 

・月一人平均 15万という数字になっているが、これは、職場適応援助者養成研修をはじめとした他の

事業との関連もある。 

・数字上は 20日×14,200円=284,000円となるが、支援者の負担、支援の質、また、助成金受給業務外

の事務仕事（記録、治具、連絡調整ほか）を考えると 20日間の助成金受給は難しいというのが実感で

ある。 

・フォローアップに関しては、１年間が助成金支給対象であるが、３年程度の期間は必要と感じている。 

 

＊７月、２月は職場適応援助者養成研修を開催 

＊7月までは２名体制、８月より３名体制 

 

 

3. 第１号認定法人として 
・ジョブコーチはそれ単体で機能するものではなく、あくまでも就労支援ネットワークの中の一つであり、

就業・生活支援センターや就労移行支援事業所等、より地域の就労支援を有効にしていくための「パー

ツ」「要素」であると考える。 

・今後、ジョブコーチによる現場支援の重要性は増していくと思われるが、認定法人及び第１号ジョブコー

チが増えていくことが必要である。 

・同時に、障害者職業センターと連携をとりつつ、それぞれの地域に応じたジョブコーチ支援のコーディネ

ート及び第１号ジョブコーチをスーパーバイズする「上級（シニア）ジョブコーチ」の存在が必要になってく

ると考える。 
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企業に対するヒアリングについて 

 

企業名 株式会社 大協製作所   

 

 

 地域の就労支援の在り方を検討するに当たって、以下の質問について、下記の枠内

に簡潔にお答えください。なお、参考資料を添付する場合であっても、ご回答は枠内

に記載していただくよう、お願いします。 

 

①-1 企業が障害者を雇用するに当たっての課題はなんですか。また、外部からどう

いった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか（既に活用している支援を含む。

以下同じ。）。 

１．働く職場への自力通勤が可能かどうかが採用の基準になる。（地方） 

２、そのため、住居を含めた生活支援体制が必要。（地方） 

３、面接だけでは職務能力が判断できない為に職場実習が必要。（都会・地方） 

４、家族の支援は欠かせない、場合によってはグループホームなどの支援体制が 

  ないと雇用は難しい。（都会・地方） 

５、将来の障害者の加齢に対する心配を取り除く為に、福祉連携が必要。 

 

①-2 ①-1 のほか、障害特性ごとの課題はありますか。あるとすればどういった課

題があり、外部からどういった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか。 

１、発達障害者が支援対象者になってきたが、現状発達障害及びその障害のある人 

  についての理解を得る機会が少ない。 

 

 

 

 

②-1 企業が障害者を継続して雇用するに当たっての課題はなんですか。また、外部

からどういった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか。 

１、生活基盤の安定と雇用の継続は比例している、生活の変化に対しスムーズに 

  対応・連携ができる環境が必要。 

２、障害者を特別扱いしない、同じ職場の仲間として健常者との仲間意識。 

３、長年勤務をしていると理由もなく退職したくなる時がある、そのような場合 

  親や相談支援機関の親身の対応・支援が必要。（勤続１０年前後が多い） 

  （勤続が短い場合は学校の先生の対応は効果的） 

 

 

 

資料１－３ 
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②-2 ②-1 のほか、障害特性ごとの課題はありますか。あるとすればどんな課題が

あり、外部からどういった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか。 

１、年齢以上に体力、判断力の低下、作業効率の低下。（知的障害） 

２、生活面の低下には内容に応じて福祉サービスの利用・活用。 

 

 

 

 

③ ①及び②の支援のほか、必要な支援（財政的支援を除く。）はありますか。また、

どういった支援が必要ですか。 

１、一般就労から福祉的就労へのスムーズな橋渡しする支援。 

（障害にもよるが、作業能力が低下し、離職せざる得ない状況になった時、次  

   の支援環境（受け皿）があれば、企業は雇用をもっと前向きに検討する） 

 

 

 

 

 

④ （助成金などの）財政的支援は必要ですか。また、どういった財政的支援が必要

ですか。 

１、装置産業は設備の更新にお金がかかる（１億以上）、その際に助成金がいただ 

  ければ更新時期が短くなり、企業としての競争力がつく。 

２、装置だけでなく環境整備に対する支援があれば働く環境も向上する。 

３、多くの障害者に職場体験実習をしてもらえるよう企業に実習の助成金を。 

 

 

 

⑤ 就労支援機関等が連携・ネットワークを構築するに当たって、企業が協力できる

役割はなんですか。 

１、自社及び関係企業等の求人情報の提供ができる。 

２、実習を実践的な訓練の場として、障害を持つ人一人一人の適切な進路実現を 

支援することが出来る。 

 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。 
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企業に対するヒアリングについて 
 

企業名 株式会社かんでんエルハート  

 

 

 地域の就労支援の在り方を検討するに当たって、以下の質問について、下記の枠内

に簡潔にお答えください。なお、参考資料を添付する場合であっても、ご回答は枠内

に記載していただくよう、お願いします。 

 

①-1 企業が障害者を雇用するに当たっての課題はなんですか。また、外部からどう

いった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか（既に活用している支援を含む。

以下同じ。）。 

 

・ 企業は、適性や業務能力評価をして安定して労務提供できる人材を採用したい。

しかし、さまざまな障がい者がいるので、実習受け入れや採用選考、トライア

ル雇用等の短期間ではアセスメントするのが困難である。（長期的に見ていくこ

とが必要） 

・ 支援機関での作業訓練と企業の労働では、労働密度が異なる。また、就職後の

長い生活の中で親との死別や自立などのライフイベントも体験する。経年によ

る就業上・生活上の環境変化により、対象者の状態は変化していくものである。

（就職前と就職後ではアセスメントは変化する） 

 

⇒支援機関には、企業の特性や企業が求める人材について理解を深めてもらう

とともに、経年変化も考慮に入れたアセスメントを行っていただきたい。ま

た、とくに生活面・健康管理面を丁寧にアセスメントしていただきたい。 

  

⇒支援機関には入社後のアセスメントにも力を入れていただきたい。 

 

⇒企業の特性を理解するために、支援機関には定期的に企業と会合する機会を

もっていただきたい。（⑤に詳述） 

 

 

 

①-2 ①-1 のほか、障害特性ごとの課題はありますか。あるとすればどういった課

題があり、外部からどういった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか。 

 

 

 

資料１－５ 
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②-1 企業が障害者を継続して雇用するに当たっての課題はなんですか。また、外部

からどういった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか。 

・ 従業員の育成･成長なくして、企業の成長はない。労働生産性の向上は企業の持

続的発展に不可欠である。そのため、企業は従業員に長期に安定して勤務して

いただき、成長して自己実現と貢献をしていただく必要がある。職業準備性の

ピラミッドで考えると、従業員の就業生活が成り立つためには生活面の安定が

重要であるため、従業員が成長し仕事のレベルが上がれば、それを支える生活

面への負担も大きくなり、サポートの必要性も増す。また、①-1 に述べたとお

り、経年による生活面の環境変化も生じてくる。つまり、従業員にとっては「就

職前のストレス」＜「就職後のストレス」であるが、支援機関が力を入れてい

るのは「就職前の支援」＞「就職後の支援」なのが現状である。 

・ 当社は、第２号職場適応援助者を多数養成し、各職場に配置しているため、職

務上のサポートは勿論、生活支援も行っている。しかし、労務管理を超える生

活面のサポートについては、課題や負担が大きすぎるため、実効が上がらない。 

 

⇒支援機関には、就職後のサポート（とくに生活支援）に力を入れていただき

たい。 

 

・ 就業時間外のサービスが不十分であり、「就業している障がい者がサービスに合

わせる」形となっている。 

 

⇒夜間のホームヘルパーを充実させるなど、「サービスが就業している障がい

者に合わせる」形になっていただきたい。 

 

・ 新規に支援機関を利用する際、本人のニーズがなければ支援機関に動いてもら

えない。中には、本人や家族の問題意識が低い場合があり、本人と支援機関を

結びつける役割を会社がとり続けなければならないため負担が大きい。 

 

⇒新規に支援機関を利用する際、本人を後押しするような役割をとっていただ

きたい。 

 

 

 

②-2 ②-1 のほか、障害特性ごとの課題はありますか。あるとすればどんな課題が

あり、外部からどういった支援（財政的支援を除く。）が必要ですか。 

・ 知的障がい者の場合、家庭環境の激変（兄弟の独立、親の他界等）に適応でき

ないことが多いため、生活支援がとくに重要である。 
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③ ①及び②の支援のほか、必要な支援（財政的支援を除く。）はありますか。また、

どういった支援が必要ですか。 

 

 

 

 

④ （助成金などの）財政的支援は必要ですか。また、どういった財政的支援が必要

ですか。 

＜障害者雇用率のカウントについて＞ 

・ 現状では障害者雇用率のカウントの重み付けが「重度身体障害者＞精神障害者」

となっているが、就業生活上の要サポート度で見ると、実情は「重度身体障害

者＜精神障害者」であることが多い。精神障がい者の雇用を促進させるために

は、就業生活上の実情に合ったカウントに変更することが望ましいのではない

か。 

 

＜企業によるアドバイザーの選任について＞ 

・ 例えば「産業医の選任」のように、信頼できる支援機関の方をアドバイザーと

して企業が選任することを義務化し、その委託契約を助成するという仕組みに

してはどうか。支援機関は企業から契約金が入ることで、企業支援（従業員の

就職後の支援）に力を入れやすくなるのではないか。 

 

 

⑤ 就労支援機関等が連携・ネットワークを構築するに当たって、企業が協力できる

役割はなんですか。 

・ 障がい者の実習の受け入れ 

 

【就職前】 

・ 支援機関との会議等に企業も出席し、企業サイドの視点や情報を伝えること 

 

【就職後】 

・ 障がい者のライフステージの中心が企業に移っており、長期に及ぶ以上、企業

を舞台に障がい者のサポート会議等に長期的・専属的に出席していただき、企

業の支援の取組みや実態を肌で感じることで、企業支援とノウハウ蓄積に役立

てていただきたい。 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。 
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第３回 地域の就労支援の在り方に関する研究会 資料 

平成24年1月27日 

株式会社かんでんエルハート 

かんでんエルハートの労務管理の取組み 
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Kanden L-Heart Co,.Inc 

H22.7 

Kanden L-Heart Co,.Inc １．当社の事業内容と障がい者の配置 

  知的 肢体 聴覚 視覚 内部 精神 

営業 4     

印刷・デザイン 1 9 4 

商品包装・ＤＭ 5 4     1  1 

園芸・農園 24 3     1 ４ 

メールサービス 22 1 1 1 3   

ヘルスケア       9     

厚生サービス   3         

企画・業務 3 1 1    3 

人員計 109名 52 27 6 11  5  8 

H24.1.1現在 
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Kanden L-Heart Co,.Inc 

H22.7 

Kanden L-Heart Co,.Inc ２．当社のラインケア体制 

支 援 

家族

医療機関 支援機関

家族

医療機関 支援機関

家族

医療機関 支援機関

連携 連携 

連携 

Do 
Act 

Plan 
Check  

目配り気配り 

直接指導の補佐 

相談 

現場責任者 

所 属 

対象従業員 

連携 

個別指導計画 

職場適応援助 

目配り気配り 

サポート力 

 強化指導 

副  長 

診 察 

連 携 

ラインケア 

外部支援・連携 

内部支援・連携 

所属長 

主任副主任 

第２号職場適応援助者 

産業医 

社内 
ｶｳﾝｾﾗｰ 

社 内 

当社では、第２号職場適応援助者が上司として、社内カウンセラーや産業医と相談して恒常
的にラインケアを行っている。また、必要に応じて外部機関との連携も行っている。 

連 携 

精神科医 

臨床心理士 

精神保健福祉士 
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Kanden L-Heart Co,.Inc Kanden L-Heart Co,.Inc ３．就職前と就職後のアセスメントの変化 

新入社員 
中堅 

ベテラン 
管理職 

ス
ト
レ
ス
度 

サ
ポ
ー
ト
の
必
要
度 

従業員は入社後、新入社員の研修から始まり、会社に慣れ、
スキルを身につけ成長していくものである。 
会社は、新入社員からベテラン、管理職までの階層で成り
立っており、新陳代謝を繰り返す。 

支援機関での作業訓練と企業での労働では、労働密度が異なる。また、就職後の長い生活の
間に、親との死別や自立などのライフイベントを体験する。経年による就業上・生活上の環境
変化により対象者の状態は変化するため、アセスメントも変化する。 

就業・生活上のライフイベントとストレスの変化（イメージ） 

訓練段階 

就職 自立（結婚等） 兄弟の結婚・独立 両親の他界 

就職前（期間が短い） 就職後（期間が長い） 
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Kanden L-Heart Co,.Inc 

H22.7 

Kanden L-Heart Co,.Inc ４．就職後の生活支援の重要性 

職業 

適性 

基本的 

労働習慣 

社会生活能力・ 

対人技能 

日常生活管理・ 

基本的な生活のリズム 

心と身体の健康管理 

（病状管理） 

職業 

適性 

基本的 

労働習慣 

社会生活能力・ 

対人技能 

日常生活管理・ 

基本的な生活のリズム 

心と身体の健康管理（病状管理） 

基本的 

労働習慣 

社会生活能力・ 

対人技能 

日常生活管理・ 

基本的な生活のリズム 

心と身体の健康管理 

（病状管理） 

職業 

適性 

仕事のレベルが上
がる 就職後の生活

支援が重要！ それを支える生活面
への負担が増える 

就職後 

就業生活を安定
させるためには 

就職前 

就職前の支援 ＜ 就職後の支援 サポートの重要度は 

就職前の支援 ＞ 就職後の支援 しかし現状は・・・ 

※ 職業準備性のピラミッド：高齢･障害･求職者雇用支援機構より 
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職業 

適性 

基本的労働習慣 

社会生活能力・対人技能 

日常生活管理・基本的な生活のリズム 

心と身体の健康管理（病状管理） 
医療機関 

（産業医 

 ・主治医） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

          家族  

かんでんエルハート 

企業がここ
までやるの
は難しい 

労
務
管
理 

労
務
管
理
の
範
囲
を
超
え
る 

Kanden L-Heart Co,.Inc 

H22.7 

Kanden L-Heart Co,.Inc ５．企業にとって実効性のあるサポートの範囲 

地域障害者 

 職業センター 

 

 

 生活支援者 

就業・生活支援センター 

グループホーム 

 

当社では、従業員の生活面にも目を配るラインケア体制を整えているが、それでも企業にとっ
ては労務管理を超えるサポートは難しい。 

支援機関には、会社
生活の中での生活支
援に力を入れていただ
きたい 



 

 

障害者団体に対するヒアリングについて（案） 

 

 

○ 以下の障害者団体に対してヒアリングを行う。説明時間は５分程度。

その後、質疑を行う。 

 

・ 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会 

・ 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 

・ 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 

・ 財団法人 全日本ろうあ連盟 

・ 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 

・ 社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 

・ 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 

 ・ 社会福祉法人 日本盲人会連合 

 ・ 社団法人 全国脊髄損傷者連合会 

・ 社団法人 日本てんかん協会 

 ・ 特定非営利活動法人 全国精神障害者団体連合会 

 ・ 特定非営利活動法人 日本脳外傷友の会 

（五十音順） 

 

 

○ 障害者団体に対するヒアリング項目は以下のとおり。 

 ① 求職活動を行うに当たって、各就労支援機関に求めること（支援

等）はなにか。 

 ② 企業において継続して働き続けるために、各就労支援機関に求め

ること（支援等）はなにか。 

 ③ ①及び②のほか、各就労支援機関に求めること（支援等）はなに

か。 

資料２ 



 

【参考資料】就労支援機関及び企業に関するデータ 

    

参考資料１･･･チーム支援実績の推移 

参考資料２･･･職場適応援助者（ジョブコーチ）支援状況の推移 

参考資料３･･･企業規模別の障害者雇用状況の推移 

参考資料４･･･特例子会社における障害者雇用状況の推移 

 

 



　



計 身体 知的 精神 その他

平成18年度 231 19 162 47 3 116 (50.2%) 5 (26.3%) 87 (53.7%) 22 (46.8%) 2 (66.7%)

平成19年度 3,568 362 2,284 853 69 1,778 (49.8%) 183 (50.6%) 1,186 (51.9%) 383 (44.9%) 26 (37.7%)

平成20年度 10,442 1,276 6,159 2,818 189 5,202 (49.8%) 634 (49.7%) 3,305 (53.7%) 1,193 (42.3%) 70 (37.0%)

平成21年度 13,801 1,735 7,902 3,849 315 6,354 (46.0%) 764 (44.0%) 3,949 (50.0%) 1,527 (39.7%) 114 (36.2%)

平成22年度 16,682 2,000 9,117 5,155 410 8,554 (51.3%) 1,010 (50.5%) 4,999 (54.8%) 2,376 (46.1%) 169 (41.2%)

※ 平成18年度は、モデル事業として実施。平成19年度から、全国実施

【資料出所：厚生労働省　職業安定局障害者雇用対策課調べ】

チーム支援実績の推移
支援対象者数 就職件数　（　）内は支援対象者数に占める就職割合

計 身体 知的 精神 その他

116 1,778 

5,202 
6,354 

8,554 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

（人） 

支援対象者（その他） 

支援対象者（精神） 

支援対象者（知的） 

支援対象者（身体） 

就職件数 

3,568 

10,442 

13,801 

16,682 

231 

参考資料１ 



チーム支援実績（障害種別）

19 

362 

1,276 

1,735 

2,000 

183 

634 
764 1,010 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

（人） 
（身体障害） 

支援対象者 

就職件数 

162 

2,284 

6,159 

7,902 

9,117 

1,186 

3,305 
3,949 4,999 

0 
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

（人） 
（知的障害） 

支援対象者 

就職件数 

47 

853 

2,818 

3,849 

5,155 

383 

1,193 
1,527 

2,376 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

（人） 
（精神障害） 

支援対象者 

就職件数 

3 

69 

189 

315 

410 

26 

70 

114 169 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

（人） 
（その他障害） 

支援対象者 

就職件数 



【資料出所：厚生労働省　職業安定局障害者雇用対策課調べ】

職場適応援助者（ジョブコーチ）支援状況の推移

304 304 304 306 306 

515 567 614 
689 744 

23 
31 52 

66 
92 

0  

200  

400  

600  

800  

1,000  

1,200  

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

（人） 

職場適応援助者（ジョブコーチ）の配置状況 

２号ジョブコーチ 

１号ジョブコーチ 

配置型ジョブコーチ 

９０２ 
９７０ 

1,06

1 

1,142 

８４２ 

379 577 682 721 918 

1,808 1,639 1,686 1,721 
1,810 

1,498 1,380 
1,378 1,366 

1,492 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

（人） 

第１号ジョブコーチ支援、配置型ジョブコーチ支援、 
ペア（第１号・配置型）支援の実績 

配置型ジョブコーチのみによる支援 

配置型ジョブコーチと第１号ジョブ

コーチのペア支援 
第１号ジョブコーチのみによる支援 

3,685 3,596 3,746 

3,808 
4,220 

※配置状況は各年度末現在の状況 

参考資料２ 



279  262  229  228  192  

2,351  
2,023  1,959  1,815  1,761  

546  

574  607  
613  698  

130  

160  269  431  
651  

0  

500  

1,000  

1,500  

2,000  

2,500  

3,000  

3,500  

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

（人） 

ジョブコーチ（地域障害者職業センター配置型）による障害種別支援実績 

その他障害 

精神障害 

知的障害 

身体障害 

3,306 

3,019 3,064 3,087 
3,302 



0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

2.2 

（注１）雇用義務のある56人以上（※）規模の企業の集計  ※昭和52年～昭和62年までは67人以上、昭和63年～平成10年までは63人以上  

（注２）実雇用率とは、労働者に占める障害者の割合。 

（注３）障害者とは、次に掲げる者の合計である。 

        ～昭和62年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 

  昭和63年～平成４年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者 

  平成５年～平成17年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 

                重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者 

  平成18年～       身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 

                重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント） 

企業規模別の障害者雇用状況の推移 

昭和52年             57年                62年              平成4年         9年              14年             19年           23年 

＜実雇用率（％）＞ 

67～100人未満（Ｓ52～Ｓ62） 

法定雇用率1.5％ 

法定雇用率1.6％（Ｓ63.4～） 

法定雇用率1.8％（Ｈ11.７～） 

63～100人未満（Ｓ63～Ｈ10） 

56～100人未満（Ｈ11～） 

300～500人未満 

全体 

500～ 
1000人未満 

1,000人以上 

 企業規模別実雇用率   全体：1.65％ 
  56 ～100人未満：1.36％  500～1,000人未満：1.65％ 

  100 ～ 300人未満：1.40％            1,000人以上：1.84％ 

  300 ～ 500人未満：1.57％        （平成23年6月1日現在）  

100～300人未満 

（※）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に比較することは適当でない状況 

参考資料３ 



14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

特例子会社数 119 129 153 174 195 219 242 265 283 319

5,376 5,760 6,861 7,838 9,109 10,509.5 11,960.5 13,306.0 14,562.5 16,429.5

うち身体 4,268 4,425 5,078 5,629 6,127 6,639 7,107 7,470 7,752 8,168.5

うち知的 1,108 1,335 1,783 2,209 2,932 3,721 4,612 5,478 6,356 7,594.5

うち精神 - - - - 50.0 149.5 241.5 358.0 454.5 666.5

3,205 3,491 4,186 4,853 5,695 6,650 7,679 8,635 9,516 10,883

【資料出所：厚生労働省　職業安定局障害者雇用対策課調べ】

特例子会社における障害者雇用状況の推移

障害者数

障害者数(実人員)

※雇用状況は各年の６月１日現在の状況
※障害者数欄は、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害
　者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

119 129 

153 

174 
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0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

2,000 
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20,000 
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雇用障害者数（人） 

（年） 

雇用障害者数（精神） 

雇用障害者数（知的） 

雇用障害者数（身体） 

特例子会社数 

特例子会社数（社） 

16,429.5 

14,562.5 

13,306 
11,960.5 

10,509.5 
9,109 

7,838 
6,861 

5,760 5,376 
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愛知労働局での減額特例許可の状況（平成２３年法第７条第一号に基づく許可件数） 

 

※ 許可件数の合計は 223件 
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4 5 
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(件数) 

（減額率） 

労働基準局 提出資料 
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